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知
ら
せ

結
婚
・
出
生
記
念
証
の

発
行
を
始
め
ま
し
た

　
「
婚
姻
届
」
ま
た
は
「
出
生
届
」

を
市
に
提
出
さ
れ
た
方
に
祝
意
を

表
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念
証
を
発

行
し
ま
す
。
人
生
の
大
切
な
記
念

と
し
て
、
お
手
元
に
残
し
て
お
き

ま
せ
ん
か
？

■
対
象
者

　

10
月
１
日
以
降
に
「
婚
姻
届
」

ま
た
は
「
出
生
届
」
を
市
へ
提
出

さ
れ
た
方
で
希
望
さ
れ
る
方

■
申
請
期
間

　

届
書
提
出
日
か
ら
１
か
月
以
内

■
申
請
場
所　

市
民
課

■
受
付
時
間

　

市
役
所
開
庁
時
間

■
手
数
料　

無
料

■
注
意
事
項

・
届
書
１
通
に
つ
き
記
念
証
１
枚

発
行
で
、
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
こ
の
記
念
証
は
婚
姻
ま
た
は
出

生
の
事
実
の
公
証
や
、
届
出
が
受

理
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
証
明
が
必
要

な
場
合
は
受
理
証
明
書
（
有
料
）

を
別
途
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
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律
に
基
づ
き
、
市
（
徴
税
吏
員
）

に
自
力
執
行
権
が
与
え
ら
れ
て
お

り
、
裁
判
所
の
命
令
や
令
状
を
要

せ
ず
に
捜
索
や
差
し
押
さ
え
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

税
が
法
律
に
基
づ
き
公
平
に
課
さ

れ
、
他
の
債
権
に
優
先
し
て
徴
収

す
る
も
の
と
法
律
で
定
め
て
い
る

か
ら
で
す
。

■
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

す
ぐ
に
納
税
相
談
を

　

災
害
や
盗
難
、
急
な
疾
病
や
負

傷
、
事
業
の
廃
止
等
に
よ
り
、
本

来
の
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
で
き

な
い
場
合
は
、
納
税
を
猶
予
（
納

期
限
を
遅
ら
せ
る
、
分
割
回
数
を

増
や
す
な
ど
）
で
き
る
と
法
律
で

定
め
て
い
ま
す
。

　

滞
納
に
な
る
前
に
、
ま
ず
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
住
宅
や
自
動
車
の
ロ
ー
ン
、
消

費
者
金
融
の
返
済
等
は
、
該
当
し

ま
せ
ん
。

■
市
か
ら
の
納
税(
納
入)

通
知
に

は
必
ず
目
を
通
し
ま
し
ょ
う

　
「
自
分
は
年
金
天
引
き
」、「
口

座
振
替
し
て
い
る
」、「
自
分
は
国

保
に
入
っ
て
い
な
い
」
と
思
っ
て

通
知
を
確
認
せ
ず
、
督
促
状
が
届

い
て
初
め
て
自
分
が
滞
納
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
方
が
い
ま
す
。

な
い
場
合
な
ど
は
、「
給
与
所
得

者
異
動
届
出
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
税
を
滞
納
す
る
と
…

１　

督
促
状
が
送
ら
れ
ま
す

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
20
日
以
内
に

督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。
本
税
の

ほ
か
に
督
促
手
数
料
１
０
０
円
を

納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

督
促
後
10
日
を
経
過
し
て
な
お
納

付
が
無
い
場
合
は
差
し
押
さ
え
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
法
律
に

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２　

財
産
の
調
査
を
行
い
ま
す

　

取
り
立
て
や
換
価
が
容
易
な
債

権
で
あ
る
給
与
、
年
金
、
売
掛
金
、

預
貯
金
、
生
命
保
険
等
の
調
査
を

速
や
か
に
行
い
ま
す
。
勤
務
先
や

取
引
相
手
ま
た
は
金
融
機
関
等
に

滞
納
が
知
ら
れ
ま
す
。
債
権
が
無

い
場
合
は
不
動
産
、
ま
た
は
家
宅

捜
索
等
に
よ
り
自
動
車
、
動
産
の

調
査
も
行
い
ま
す
。

３　

差
し
押
さ
え
を
執
行
し
ま
す

　

事
前
の
予
告
は
行
い
ま
せ
ん
の

で
、
あ
る
日
突
然
差
し
押
さ
え
が

行
わ
れ
ま
す
。
滞
納
整
理
は
、
法

　

納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を

図
る
た
め
、
11
月
〜
12
月
を
「
県

内
一
斉
地
方
税
滞
納
整
理
強
化
月

間
」
と
し
て
、
栃
木
県
と
協
働
し

て
県
内
一
斉
に
徴
収
の
強
化
に
取

り
組
み
ま
す
。

■
市
民
税
・
県
民
税
に
つ
い
て

　

市
県
民
税
（
市
民
税
・
県
民
税
）

滞
納
整
理
を
強
化
す
べ
き
案
件
に

つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
48
条
に

よ
り
県
に
徴
収
の
引
継
ぎ
を
行
い
、

よ
り
一
層
の
滞
納
解
消
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
徴
収
義
務
者
に
指

定
さ
れ
た
事
業
所
は
、
従
業
員
の

方
の
給
与
か
ら
市
県
民
税
を
徴
収

し
市
へ
納
入
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

も
し
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
市

県
民
税
を
納
入
し
な
い
場
合
、
従

業
員
の
方
の
市
県
民
税
の
納
付
が

未
納
と
な
り
、
従
業
員
の
方
が
不

利
益
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

納
入
書
が
な
く
て
納
め
ら
れ
な

い
場
合
は
、
税
務
課
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
従
業
員
の
方
の
退
職
に

よ
り
、
給
与
か
ら
特
別
徴
収
で
き

11
月
〜
12
月
は

県
内
一
斉
地
方
税
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

■
口
座
振
替
が
便
利
で
す
！

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く

と
、
納
め
忘
れ
が
な
く
納
付
に
行

く
手
間
も
省
け
る
の
で
大
変
便
利

で
す
。
口
座
振
替
は
、
一
括
引
き

落
と
し
の
「
全
期
前
納
」
と
期
別

毎
に
引
き
落
と
し
に
な
る
「
期
別

ご
と
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る

こ
と
で
計
画
的
に
納
付
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
く

に
は
金
融
機
関
へ
の
事
前
の
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。
市
内
の
金
融

機
関
に
は
申
込
用
紙
が
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
。
市
外
の
金
融
機
関

で
申
し
込
ま
れ
る
場
合
は
税
務
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関

　

足
利
銀
行
、
栃
木
銀
行
、
み
ず

ほ
銀
行
、
三
井
住
友
銀
行
、
足
利

小
山
信
用
金
庫
、
宇
都
宮
農
協
、

小
山
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

※
三
井
住
友
銀
行
は
介
護
・
後
期

の
取
り
扱
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
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